
令和４年秋肥・令和５年春肥価格高騰対策支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 市は、コロナ禍における肥料価格の高騰による農業経営への影響を緩和し、経

営の安定化を図るとともに、化学肥料の使用量の低減を進めるために、化学肥料の

使用量の２割低減に向けて取り組む農業者の肥料価格の上昇に伴う経費負担の増

加分（以下「肥料の価格上昇分に伴う経費負担の増加分」という。）に対し、肥料価

格高騰対策事業費補助金交付等要綱（令和３年１２月２０日付け３農産第２１５５

号農林水産事務次官依命通知）（以下「国要綱」という。）第５に定める肥料価格高

騰対策事業費補助金のうち肥料価格高騰対策事業（以下「国事業」という。）に上乗

せして、当該年度の予算の範囲内において、令和４年秋肥・令和５年春肥価格高騰

対策支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付につ

いては、平川市補助金等の交付に関する規則（平成１８年平川市規則第５３号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところ

による。 

 （１）「肥料」とは、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）

で定める普通肥料及び特殊肥料をいう。 

 （２）「当年の肥料費」とは、令和４年６月から令和５年５月までの間に適用された

価格で農業者に販売された又は販売されることが確実と見込まれるものであ

って、当該農業者が自ら使用する肥料の代金をいう。 

  （３）「高騰率」とは、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物

価指数等により、別途農林水産省が定めるものとする。 

 （４）「前年の肥料費相当額」とは、当年の肥料費を高騰率及び１０分の９で割った

代金をいう。 

 （５）「取組実施者」とは、化学肥料の使用量の２割低減に向けて取り組む農業者が

５人以上で組織する団体であり、農業協同組合、農事組合法人、農地所有適格

法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法

人、公益財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等をいう。 

 

（補助の対象） 

第３ 補助の対象となる事業者は、取組実施者とする。 

２ 補助の対象となる経費は、肥料の価格上昇分に伴う経費負担の増加分とする。 

 

（補助額の算出方法等） 

第４ 補助金の算出方法は、当年の肥料費から前年の肥料費相当額を差し引いて得ら

れた額に１００分の１５を乗じた額とする。ただし、百円未満は切り捨てとする。 

 

 



（補助金の交付申請） 

第５ 補助金の交付申請は、規則第３条に定める書類のほか、青森県農業再生協議会

肥料価格高騰対策事業業務方法書（以下「方法書」という。）で定める次に掲げる書

類を添付し行うものとする。 

（１）肥料価格高騰対策事業採択通知書写し（方法書様式第２号） 

（２）肥料価格高騰対策事業取組計画書写し（方法書様式第１号別添） 

（３）参加農業者名簿写し（方法書参考様式第１-２号） 

（４）振込先口座情報写し（方法書様式第３号） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の条件） 

第６ 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業等の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。 

（２）補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるこ

と。 

（３）補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難と

なった場合においては､速やかに市長に報告してその指示を受けること｡ 

 

（補助金の交付の方法） 

第７ 補助金は、補助事業の概算払いにより交付する。 

 

（補助金の交付の請求） 

第８ 補助金の請求は、補助金等請求書（規則様式第４号）の提出により行うものと

する。 

 

（実績報告） 

第９ 規則第１２条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の廃止の承

認を受けた場合は、その日）から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月 

３０日のいずれか早い期日までに次に掲げる書類を添付し行うものとする。 

（１）事業の実績報告書（規則様式第５号） 

（２）事業実績書（規則様式第６号） 

（３）収支精算書（規則様式第７号） 

（４）肥料価格高騰対策事業取組実績報告書写し（方法書様式第１号別添） 

（５）参加農業者名簿写し（方法書様式第１－２号） 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年１１月１５日から施行する。 


